
日時　　平成２８年１月３０日（土）午後１時３０分から

場所　　桜井市役所　２階　大会議室

平成27年度

桜井市議会

議　会　報　告　会



開会のあいさつ

◎ 第一部　　議会報告

Ⅰ． 桜井市議会の概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ3　～　Ｐ8

Ⅱ． ９月定例会に提出された議案等について・・・Ｐ9　～　Ｐ11

　　 　１　産業建設委員会の審議　・・・・・・・・・・・ Ｐ12　～　Ｐ15

　２　決算特別委員会の審議　・・・・・・・・・・・ Ｐ16　～　Ｐ21

Ⅲ． １２月定例会に提出された議案等について・・Ｐ22　

Ⅳ． 議会改革の取り組みについて

◎ 第二部　　意見交換

閉会のあいさつ

議会報告会　次第



【議会報告会へ参加された皆さんへ】

① 第一部の「議会報告」

・ 傍聴のみで、発言はできません。

② 第二部の「意見交換」

・ 発言を希望される方は、司会者の指名を受けてから発言をしてください。

   その際、お住まい・お名前をおっしゃってから、発言をお願いします。

・ 多くの方に発言していただくため、発言者お一人2分以内で2回までとします。

・ 議会報告会は、議会全体の意見交換の場と位置づけ、議員個人への発言は

   ご遠慮ください。

③ アンケート用紙への記入をお願いします。

④ 議会報告会の模様をホームページ等に公開しますので、後方より写真撮影を行います。

⑤ 会場の秩序を乱したり、会議の進行を妨げる行為はしないでください。
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　桜井市議会は、平成２６年４月に制定しました「議会基本条例」に基づき、市民の皆様に議会を

身近に感じていただき、議会活動を知っていただくため、「議会報告会」を開催いたします。

　市議会は、市民の投票により選ばれた議員をもって構成されています。

　市議会議員を選挙する資格（選挙権）は、日本国民で、市内に３か月以上の住所を有する住民

です。また、選挙権を有する満２５歳以上の方は、市議会議員に立候補できる資格（被選挙権）が

あります。

　現在、桜井市議会の議員定数は、条例で１６人となっています。

○

◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○

◎ 委員長

○ 副委員長

参加皆様の席

座　　席　　表
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定例会と臨時会

　議会は、地方公共団体の意思を決定するための機関です。

　議会は、定期的に招集される「定例会」があり、通例として３月、６月、９月、１２月の年４回

開会されます。「臨時会」は、特に緊急な事案が生じた場合など、必要に応じて開かれます。

本　　会　　議

　 　招集された日に議員定数の半数以上の議員が出席していたとき、議長の宣告により開会さ

れます。会議は、議場において議長がその日の議事日程に従い進行し、市議会に提出された

議案に対し、最終的に議会としての意思決定を行います。

議 会 の 権 限

　議会には、法律に基づき多くの権限が与えられており、市政の重要な事項を審議する大切な

役割を担っています。主な権限は、次のようなものがあります。

★　議決権

　議会の権限の中心となるもので、「条例の制定・改正・廃止」、「予算の決定」、「決算の認定」、

「市税等の賦課徴収」、「条例で定める契約の締結」、など市の重要な事項について議決します。

★　選挙権、同意権

　 　議長及び副議長を選出する選挙や選挙管理委員などを決定する選挙を行います。

　また、副市長や教育委員会の委員、監査委員などといった市の重要な職に就く人を選任す

る際に、議会の同意が必要です。

★　検査権、監査請求権、調査権

　市の事務について、適正に行われているかを監視するため、書類を検査したり、監査委員に

監査を請求することができます。

　また、一般的に「１００条調査権」と呼ばれていますが、地方自治法第１００条に基づき、市の

仕事について調査し、必要な場合、関係者の証言を求めることができます。

★　意見書

　公益に関することについて、市議会の意志を決定し、国・県などに提出します。

★　決議

　政治的な効果を期待して、市議会の意志を内外に明らかにするものです。
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　議会の組織のうち、多種多様な案件を能率的、専門的に審議するために常任委員会、議会運

営委員会及び特別委員会を設置することができます。

　現在、常任委員会には、「総務」、「文教厚生」及び「産業建設」の各委員会があります。特別委

員会としては、当初予算を審議する予算特別委員会が３月市議会で設置され、決算を審議する

決算特別委員会が９月市議会で設置されます。その他に特定の問題に関し審査や調査研究を

行うために必要に応じて設置されます。

　また、議会運営委員会は、議会の運営を円滑に行うために設置されています。

　

★　地方自治法並びに議会委員会条例に基づき設置されている委員会

１１人  　市長公室、危機管理監、総務部、選挙管理委員会、監査委

 　員事務局及び出納課の所管に属する事項

１０人  　福祉保健部、環境部及び教育委員会の所管に属する事項

１０人  　農業委員会、都市建設部、まちづくり部及び上下水道部の

 　所管する事項

８人  　定例会及び臨時会の会期、議案等の取扱い、その他議会

 　の運営に関する事項、会議規則、委員会条例等に関する

 　事項、議長の諮問に関する事項などについて調査を行い

 　議案等を審査する

★　その他設置されている委員会等

６人  　議会だよりの発行や議会ホームページの更新及びその他

 　広報広聴に 関することについて協議するために設置

 　議会だよりは、年４回広報「稚桜」の３,６,９,１２月号に掲載

全議員  　次の事項などについて協議又は調整するために設置され

 　ています。

 　・市政に係る重要な課題や災害等に関する事項

 　・理事者側の申し入れにより協議する事項

 　・議会の運営に係る重要な事項など

議会広報委員会

全 体 協 議 会

委　　員　　会

総 務 委 員 会

文教厚生委員会

産業建設委員会

議会運営委員会

所 管 事 項委員数委 員 会 名
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議　　長 藤 井 孝 博 副　議　長 阪 口 豊
議会選出
監査委員

工 藤 将 之

★　常任委員会

委　員　長 副 委 員 長

金 山 成 樹 井 戸 良 美 大 西 亘

工 藤 将 之 阪 口 豊 藤 井 孝 博

岡 田 光 司 土 家 靖 起 工 藤 行 義

大 園 光 昭 金 山 成 樹 西 忠 吉

吉 田 忠 雄 岡 田 光 司 東 俊 克

札 辻 輝 已 高谷二三男

大 園 光 昭 工 藤 将 之 阪 口 豊

我 妻 力 西 忠 吉 吉 田 忠 雄

土 家 靖 起 高谷二三男

井 戸 良 美 我 妻 力 吉 田 忠 雄

岡 田 光 司 土 家 靖 起 工 藤 行 義

大 園 光 昭 大 西 亘 阪 口 豊

吉 田 忠 雄

★　その他の委員等

議会選出農業委員 大 西 亘 阪 口 豊

大 園 光 昭 金 山 成 樹 井 戸 良 美

大 西 亘 西 忠 吉 岡 田 光 司

東 俊 克

奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員 札 辻 輝 已

大 園 光 昭 井 戸 良 美 岡 田 光 司

工 藤 行 義

藤 井 孝 博 阪 口 豊 札 辻 輝 已

工 藤 行 義 東 俊 克

環境審議会委員 藤 井 孝 博

国民健康保険運営協議会委員 工 藤 行 義

桜井宇陀広域連合議会議員

桜井市青少年問題協議会委員

桜井市都市計画審議会委員

議 会 運 営 委 員 会 札 辻 輝 已 大 西 亘

議 会 広 報 委 員 会 工 藤 将 之 金 山 成 樹

文 教 厚 生 委 員 会 工 藤 行 義 大 西 亘

産 業 建 設 委 員 会 東 俊 克 井 戸 良 美

桜 井 市 議 会 役 員 一 覧

名　　　　　称 委　　　　　　　　　　員

総 務 委 員 会 札 辻 輝 已 我 妻 力
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請　願 ・ 陳　情

　市民の皆さまの意見や要望を伝える方法として、請願や陳情を市議会に提出することができ

ます。

★　請　願

　提出された請願書は、所管する委員会で審査され、本会議で採決されます。採決されたもの

は、市長や関係機関にその実現を要望します。

　請願を提出する場合は、紹介議員の署名、押印を受けてください。

★　陳　情

　提出された陳情書は、本会議で議員全員に写しの配付を行い報告をします。

　陳情には、市議会議員の紹介は必要ありません。

傍　　　　聴

　市民の代表が議会で審議しているところを、秘密会を除き一般に公開できる傍聴制度があり

ます。一度傍聴されてみませんか。

　議会の傍聴席は５０席あります。傍聴を希望される方は、市役所４階の傍聴席入口前で、住

所、氏名、年齢を記入していただき傍聴席にお入りください。

　なお、傍聴席では、議場の秩序を乱したり、会議の妨害となる行為は禁止されております。

★　傍 聴 人 の 心 得

　・帽子、首巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは

　 その限りでない。

　・飲食又は喫煙をしないこと。

　・議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

　・静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

　・その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

　・写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。特に議長の許可した者は、

　 この限りでない。

（図面入れる）

桜井市ホームページ 組織から探す 議会事務局 をクリックするとご覧になれます。

【ホームページアドレス】 http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/gikaijimukyoku/index.html
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記　　　者　　　席　　（　8　席　）

傍　　聴　　席　　（　50　席）

15 16

土家　靖起 東　俊克 工藤　行義 札辻　輝已 高谷　二三男

12 13 14

阪口　豊 我妻　力 西　忠吉 藤井　孝博 吉田　忠雄 岡田　光司

工藤　将之

6 7 8 9 10 11

会計管理者

演　壇

1 2
質問者席

3 4 5

大園　光昭 金山　成樹 井戸　良美 大西　亘

理事 市長公室長 副市長 市長 教育委員長

環境部長
福祉保健

部長
危機管理監 総務部長 監査委員

教育長
教育委員会
事務局長

議 場 の 配 置 図

総務課長
まちづくり

部長
都市建設

部長
議事課長

議　長 議会事務局長

上下水道
部長

速記席

傍聴されてみませんか。

手続きは、本会議当日、

受付で住所・氏名・年齢を

記入してから議場にお入りください！
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定例会に提出される予定の議案の内容について、理事者

側より説明を受けます。

委員会を開催し、議案及び議会の日程並びに議会の運営

等について協議します。

議長が開会を宣告し、市長から招集の挨拶があり、会期の

決定を行います。

市長が、提出した議案について説明します。

議員が、市政全般について質問し、理事者から回答を受け

ます。

議員が、提出されている議案に対し質疑をします。

議案をさらに詳しく審査するため、各常任委員会等に議案を

付託します。

付託された議案を、所管する常任委員会等において審査し

ます。

委員の質疑、討論を終結した後、採決を行い、委員会として

の賛否を決定します。

常任委員会等の審査結果を委員長が報告します。

その後、委員長の報告に対する質疑が行われます。

議員から議案に対する反対又は賛成の意見があれば述べ

ます。

その後、議会としての議案に対する賛否を決定します。

市長から閉会にあたり挨拶があり、議長が閉会を宣告しま

す。

※　「開会」から「閉会」までを「会期」と言います。

常
任
委
員
会
等

付 託 議 案 の 審 査

本
　
会
　
議

委 員 長 報 告 、 質 疑

議 案 審 議

閉 会

定例会の流れ

招
集
告
示

議 案 の 説 明

議 会 運 営 委 員 会

本
　
会
　
議

開 会

提出議案の理由説明

一 般 質 問

議 案 審 議

議 案 の 委 員 会 付 託
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平成２7年第３回（９月）定例会に提出された議案

内　　　　　　　容 付託状況 結果

報第１２号

専決処分の報告、承認を求めるこ
とについて

車両の物損事故における損害賠
償の額を決定する

－ 承認

報第１３号

平成26年度桜井市用品調達基
金、土地開発基金、水洗便所改
造資金貸付基金及び国民健康保
険高額療養費貸付基金の運用状
況を示す書類の提出について

地方自治法第２４１条第５項の規
定による書類の提出

－ 提出

報第１４号

平成26年度決算に基づく桜井市
健全化判断比率及び資金不足比
率の報告について

地方公共団体の財政の健全化
に関する法律第３条第１項及び
第２２条第１項の規定に基づき、
監査委員の審査に付し、その意
見書とともに報告するもの

－ 報告

議案第３３号

平成２７年度桜井市一般会計補
正予算（第２号）

歳入歳出それぞれの科目で１億
２，５２５万円の追加補正を行い、
予算総額２２８億７，６２５万円と
なる補正

－
可決
(賛成
全員)

議案第３４号

平成２７年度桜井市国民健康保
険特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれの科目で　　２
億５，８８６万円の追加補正を行
い、予算総額８４億６，３９６万１
千円となる補正

－
可決
(賛成
全員)

議案第３５号

平成２７年度桜井市介護保険特
別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれの科目で
１，９２８万６千円の追加補正を
行い、予算総額４９億６，１８９万
１千円となる補正

－
可決
(賛成
全員)

議案第３６号

桜井市個人情報保護条例の一部
改正について

番号法の施行に伴い、新たに特
定個人情報について規定を加え
るための条例の一部改正 －

可決
(賛成
全員)

議案第３７号

桜井市職員の再任用に関する条
例及び桜井市職員の退職手当に
関する条例の一部改正について

被用者年金制度の一元化等を図
るための厚生年金保険法等の一
部を改正する法律の施行に伴う
条例の一部改正

－
可決
(賛成
全員)

議案第３８号

桜井市税条例等の一部改正につ
いて

地方税法の改正、番号法の施行
に伴う条例の一部改正

－
可決
(賛成
全員)

議案第３９号

桜井市手数料条例の一部改正に
ついて

番号法の施行に伴う条例の一部
改正 －

可決
(賛成
全員)

議案第４０号

桜井市地区計画の区域内におけ
る建築物の制限に関する条例の
一部改正について

建築物を建築する際の最低敷地
面積の特例について規定するた
めの条例の一部改正

産業建設
委員会に
付託

可決
(賛成
全員)

議案第４１号
～第５８号

市道路線の認定について 道路法第８条第１項の規定に基
づき、開発行為等に伴い市に寄
付された道路等を市道として認
定する。

産業建設
委員会に
付託

可決
(賛成
全員)

議　　　案　　　等　　　の　　　名　　　称
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平成２7年第３回（９月）定例会に提出された議案

内　　　　　　　容 付託状況 結果

議案第５９号

市道路線の変更について 道路法第10条第２項の規定に基
づき市道路線を変更する。 産業建設

委員会に
付託

可決
(賛成
全員)

議案第６０号

工事請負契約の締結について 条例に基づく議会の議決に付す
べき契約（旧桜井総合庁舎耐震
化及び大規模改修工事につい
て）

産業建設
委員会に
付託

可決
(賛成
全員)

議案第６１号

工事請負契約の締結について 条例に基づく議会の議決に付す
べき契約（簡易水道統合施設整
備工事　１工区）

産業建設
委員会に
付託

可決
(賛成
全員)

議案第６２号

工事請負契約の締結について 条例に基づく議会の議決に付す
べき契約（簡易水道統合施設整
備工事　２工区）

産業建設
委員会に
付託

可決
(賛成
全員)

認第１号

平成２６年度桜井市一般会計歳
入歳出決算認定について

歳入決算額２２０億１，９７６万９，
６６３円、歳出決算額２１４億６，８
４６万４，３９０円で、差し引き形
式収支で５億５，１３０万５，２７３
円の黒字となった決算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
多数)

認第２号

平成２６年度桜井市下水道事業
特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

歳入決算額１５億２，３８２万１，２
０７円、歳出決算額１５億２，３６９
万１，２０７円で、翌年度へ繰り越
す額１３万円を差し引き実質収支
０円となった決算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
全員)

認第３号

平成２６年度桜井市住宅新築資
金等貸付金特別会計歳入歳出決
算認定について

歳入決算額９，９２７万５，５１０
円、歳出決算額１億５，５１８万
４，９９５円で、差し引き５，５９０
万９，４８５円の歳入不足を平成
２７年度歳入より繰入充用金で補
填する決算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
全員)

認第４号

平成２６年度桜井市国民健康保
険特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

歳入決算額７１億８，６８７万１，９
３７円、歳出決算額６７億９，５５２
万１，６２９円で、差し引き３億９，
１３５万３０８円の黒字となった決
算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
多数)

認第５号

平成２６年度桜井市駐車場事業
特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

歳入決算額５，１０１万５，９９１
円、歳出決算額１億５，２８６万
８，１８５円で、差し引き1億１８５
万２，１９４円の歳入不足を平成
２６年度歳入より繰入充用金で補
填する決算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
全員)

認第６号

平成２６年度桜井市簡易水道事
業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて

歳入決算額３，７６１万９，３２８
円、歳出決算額７００万６，５４６
円で、差し引き３．０６１万２，７８
２円の黒字となった決算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
全員)

議　　　案　　　等　　　の　　　名　　　称
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平成２7年第３回（９月）定例会に提出された議案

内　　　　　　　容 付託状況 結果

認第７号

平成２６年度桜井市介護保険特
別会計歳入歳出決算認定につい
て

歳入決算額４５億７，２３３万４，８
３２円、歳出決算額４５億７，２２１
万円５３７円で、差し引き１２万
４，２９５円の黒字決算となった決
算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
全員)

認第８号

平成２６年度桜井市後期高齢者
医療特別会計歳入歳出決算認定
について

歳入決算額６億３，９７０万６，６０
０円、歳出決算額６億３，８７７万
７，８４０円で、差し引き９２万８，
７６０円の黒字となった決算の認
定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
全員)

認第９号

平成２６年度桜井市水道事業会
計決算認定について

収益的収支で収入総額１３億４，
９０６万８，３５２円、支出総額１１
億８，６９４万８，１３０円で、消費
税を差し引き１億５，０７０万８３４
円の純利益を計上。資本的収支
では、収入総額１億１１２万６，１
９７円、支出総額３億８，７３５万
２，６５０円で差し引き２億８，６２
２万６，４５３円の歳入不足を、過
年度損益勘定留保資金２億７，６
７１万９９７円、及び消費税資本
的収支調整額９５１万５，４５６円
で補填をした決算の認定

決算特別
委員会に
付託

認定
(賛成
全員)

発議案第４号

地方創生に係る新型交付金等の
財源確保を求める意見書の提出
について

地方財政措置における「まち・ひ
と・しごと創生事業費」や平成28
年度に創設される新型交付金な
ど、今後5年間にわたる継続的支
援と財源確保を政府に求める意
見書

－
可決
(賛成
全員)

発議案第５号

ＩＣＴ利活用による地域活性化とふ
るさとテレワークの推進を求める
意見書の提出について

企業や雇用の地方への流れを促
進し地方創生を実現するため、ど
こにいても同じ仕事ができる「ふ
るさとテレワーク」の一層の促進
と、地方への来訪者の増加のた
めに、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備のため
の補助金等の拡充を政府に求め
る意見書

－
可決
(賛成
全員)

発議案第６号

議員派遣の件 文教厚生委員会及び産業建設
委員会所属議員の行政視察に
議員派遣する

－
可決
(賛成
全員)

諮第１号
人権擁護委員候補者の推薦につ
いて

任期満了に伴う人権擁護委員の
推薦について意見を求める －

承認
(賛成
全員)

議　　　案　　　等　　　の　　　名　　　称
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平成２７年９月１０日の本会議で、産業建設委員会に付託された案件の主な質疑内容です。

Ｑ．１ Ａ．１
・平成２３年の条例制定当時に中和幹線沿い
については、３，０００㎡以上の用地として地
区指定していたが、今回の改正の趣旨は何
か。

・最低面積の３，０００㎡に変わりはない。最
低敷地面積の算定方法について、建築基準
法第８６条ほかに規定されている。「一団地認
定制度」の考え方を適用するための改正であ
る。

・仮に、現在進出している商業施設が倒産、
撤退した場合、その敷地の利用形態はどうな
るのか。

・仮に撤退となった場合は、一団地の基準を
適用することになり、増築する場合は改めて
一団地の認定をうけることになる。

Ｑ．２ Ａ．２
・既に現行の条例に基づき、進出している企
業への対応はどうか。

・条例制定後、概ね５年が経過し見直しを行っ
たのもので、既に進出されている企業にはご
理解いただくことになる。

●　議案第４１号から議案第５８号市道路線の認定について　

Ｑ．１ Ａ．１
・開発区域内で建築工事が完了していない状
況で市道路線の認定を行った場合、建築工
事に伴う道路の損傷の補修はどこが行うの
か。

・損傷の原因が、その建築工事であると明確
である場合は、建築業者あるいは建築主が
補修することになる。

・市道認定後の補修は市が維持修繕を行うこ
とになるのなら、建築工事が完了してから市
道認定すべきと考えるがどうか。

・開発行為が都市計画法第２９条で認められ
た竣工検査で、計画通り完成していることが
確認された場合、市は速やかに開発者から
寄付を受け引き継ぐこととなっている。

Ｑ．２ Ａ．２
・現場確認の際、道路側溝の大きさが左右で
違ったがなぜか。

・道路側溝については、開発指導要綱に基づ
き、流入する排水面積から降雨量及び排水
断面の計算を行い、審査をしている。

Ｑ．３ Ａ．３
・市道認定を行うにあたって事前協議はある
のか。

・開発行為として行う宅地造成等に伴う道路
については、開発者の寄付行為により、市に
帰属する前提で事前協議を行っている。

産業建設委員会の付託案件

質問の要旨 答弁の要旨

質問の要旨 答弁の要旨

●　議案第４０号　桜井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の
     一部改正について
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・目視ではわからないアスファルトの厚みなど
工事の過程を把握し、確認できているのか。

・舗装の断面は、ＣＢＲ３以上でＬ交通と指定
している。開発の検査も行き、厚みのデータ、
写真等も確認している。

Ｑ．４ Ａ．４
・市道認定は２年に１度の割合でしているが、
今後はどうか。
・議案第５６号について写真での説明では、道
路の中を側溝が通っているが、幅員４．２ｍは
確保されているのか。

・第２次アクションプランにおいて、道路台帳
の更新費用を節約し、維持修繕費の充実を
図ることとしてきたが、台帳のデジタル化に伴
い、経費が圧縮できるようなら、今後のあり方
は検討していく。
・議案第５６号は開発に伴う道路に沿って里
道と水路があり、開発区域外であるが、水路
に自由勾配側溝を敷設されたものである。幅
員については、開発区域内道路で４．２ｍを
確保している。

・道路の構造物を兼ねた水路の上を、車両が
通り損傷した場合の対応はどうなのか。

・水路の自由勾配側溝は荷重に伴う強度は
確認している。車両の通行により損傷した場
合は、市が維持管理すべきものである。

Ｑ．５ Ａ．５
・過去数年間において、管理道路が市道認定
されたことはあるのか。

・桜井市道路用地寄付採納に関する事務取
扱要綱に従って事務を行っている。基準を満
たさない道路を受理することはないので、管
理道路を市道認定することはない。

●　議案第５９号　市道路線の変更について　

は、特に質疑はありませんでした。

●　議案第６０号　工事請負契約の締結について

Ｑ．１ Ａ．１
・１者だけの応札で成立するのか。参加資格
該当業者は何者あったのか。
・Ａランクの業者が少なかったらＢランクの業
者まで参加要件を広げる考えはなかったの
か。
・契約金額が、６億８，０４０万円ということであ
るが、起債の借入額、毎年の償還額、交付税
についてはどれくらいか。

・入札参加要件は公告、ＨＰに掲載し、公示し
て、参加業者を未公表にて入札している。公
表も開札後に行うことで、競争性も保たれるこ
とから成立する。しかし、今後の方針等含め、
より適切な対応に努める。
・参加資格該当業者は３４者を指名。予定価
格が　７億円を超えるということで、参加要件
はＡランクとし奈良県のＡランクを加えた。
・起債の借入は現在有利な起債を模索中で
あるが、地域活性化事業債と一般単独事業
債を活用して平成２７年度５億５千万円、平成
２８年度で１億円ぐらい。返済は３年据え置き
１５年返済で計算すると利息も含め年４～６千
万円くらいと試算する。一般単独事業債という
ことになると交付税算入はない。

質問の要旨 答弁の要旨

質問の要旨 答弁の要旨
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・中期財政計画から考えると、これに伴う後年
度の財政負担はかなり厳しいことが予想され
る。財源確保の調整には十分留意するよう要
望する。

Ｑ．２ Ａ．２
・医療・福祉の拠点として整備をされるが、庁
舎が分かれることにより市民の動線はどう
か。
・医療センターや医師会が入ってきたとき、賃
貸料や共益費のようなものは徴収するのか。
・つどいの広場は現状と比較して面積はどう
なるのか。

・転出入の手続きは本庁舎で、妊娠届は新し
い施設で行うことになるので、手続きによって
は、庁舎が分かれることになる。
・賃貸料等は徴収する方向であるが、公益性
等を勘案して減免もあり得る。
・つどいの広場については、現状より広くはな
ると思う。

・手続きによって、庁舎が別となれば市民
サービスの点からどうなのか。
・施設内の会議室は利用料を徴収するのか。
・駐車場は確保できるのか。

・新しい庁舎では、主に支援・相談といったソ
フト的な業務をやっていくことになる。
・会議室の利用料については、賃借料も含め
て、今後検討したい。
・駐車場については、狭隘な部分もあるが、概
ねクリアできると考えている。

・市民目線に立った動線を確保していただくよ
う要望をする。

Ｑ．３ Ａ．３
・今回の大規模改修にあたって、木質化は図
れているのか。

・建築基準法で、３階以上で５００㎡を超える
建築物については、不燃材料以上で施工しな
ければならない既定があり、制約はあるが、
出来る限り木質化は図っている。

●　議案第６１号　工事請負契約の締結について

Ｑ．１ Ａ．１
・この事業に当たって、国の補助金はどれぐら
いか。事業費の水道料金への影響はないの
か。
・既設水道管の老朽化による敷設換えの計画
はあるのか。

・全体の予算は６億２１２４万円の見込みで、
国の補助金は３分の１で２億８８万円。残りは
地方債と簡易水道事業会計の繰越金で賄う
予定。簡易水道の統合による上水道料金へ
の影響はない。
・老朽管は順次更新することになる。

Ｑ．２ Ａ．２
・議案第６１号と議案第６２号は同じ業者が落
札されているが、なぜ分割発注なのか。

・２工区を合わせると工事延長が５．９ｋｍと長
距離になるので管路埋設、電気設備、配水池
の製作等に日数がかかることから、分割発注
となった。また、国交省からの通知にも公共工
事の効率的施工が期待できる工事は分割発
注するようにとなっている。

答弁の要旨

質問の要旨 答弁の要旨

質問の要旨
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・事業者から見ると、経費が圧縮できると思う
が、２つに分ける方が効率的なのか。

・同一業者であるが、監理技術者はそれぞれ
の工区に就くことになり、工程管理、品質管理
を行うことになる。

Ｑ．３ Ａ．３
・この地域以外でも桜井市には上水道が普及
していない地域もある。小規模な飲料水供給
施設等で対応し、苦労されている。未普及地
域解消の努力をお願いする。

・上水はライフラインの最たるもので、水道局
だけの問題でなく、市全体の問題である。今
後の検討課題である。

●　議案第６２号　工事請負契約の締結について

は、特に質疑はありませんでした。

質問の要旨 答弁の要旨
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平成２７年９月１０日の本会議で、決算特別委員会に付託された案件の主な質疑内容です。

●　認第1号　平成２６年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について

Ｑ．１ Ａ．１
・本庁舎や分庁舎が手狭になっていることか
ら、駅前のエルト桜井に市の機能を一部移転
し、エルト桜井の有効活用と再配置を図って
はどうか。

・エルト桜井からまねきやも撤退した。立地適
正化計画を策定し、国の地方創生を活用して
一刻も早く駅前に賑わいを取り戻したい。
今回の行財政アクションプランは、これまでの
財政（量）削減から質への転換を図っていく。
量から質への転換という中で数値化するのは
難しいが、進行管理については、財政見通し
を出しながら、毎年ヒアリングを行い、市長の
立場でしっかり検証していきたい。

・職員の仕事に対する熱意や仕事量に大きな
差があると聞くが、一部の職員が過重労働を
行い、頑張っていることを良しとするのか。

・職員一同、全員が頑張っていると信じてい
る。全職員が緊張感をもって勤務するよう体
制を整えたい。

・平成２８年４月から全職員に人事評価制度
を導入するにあたり研修を早急に行うべきと
考えるがどうか。

・平成２８年４月から全職員に実施できるよ
う、研修も含めスケジュールを組んで行ってい
る。

・平成２７年４月の人事異動にあたり、市長は
職員から提出された異動の希望調書に目を
通しているのか。

・異動の希望については、人事課から報告は
受けているが、希望調書全てに目を通せてい
ない。

Ｑ．２ Ａ．２
・市長は、「国や県に準じて」、「市独自でも」ま
た、「国や県の動向を見て」と答弁をされてい
るが、一貫性がないように感じるがどうか。

・１２市の先頭に立って頑張っていきたいと考
えるが、もう少し精査が必要と思われる施策
もある。改めるべきところは改めるが、どの事
業についても一貫性は持って臨みたいと考え
ている。

Ｑ．３ Ａ．３
・新公会計制度を導入するにあたっての今後
のスケジュールはどうか。

・国が示す統一基準に向け、順次整備し、充
実が図れるように努力していきたい。

・担当者の負担は増えるが、日々仕訳をする
ことによって予算の見える化が図れる。研修
会を進める考えはあるか。

・公会計制度の充実が図れるよう努力してい
く。

決算特別委員会の付託案件

質問の要旨 答弁の要旨

市政全般について

16



Ｑ．４ Ａ．４
・職員の給与体系の中で、わたり制度が未だ
実施されている。県の指摘もあることから、早
期に労使交渉をすべきと考えるがどうか。

・見直しをする必要があると考えていることか
ら、庁内で検討していきたい。

・平成２６年度に組織改正がされたが、福祉
部局などの仕事量が過重とみてとれる。組織
の再編が必要ではないか。

・来年度に旧桜井総合庁舎を福祉・医療の拠
点として整備していく中で、組織の見直しにつ
いては考えていきたい。

・ファシリティマネジメントの観点からも旧桜井
総合庁舎の有効活用を図らなければならない
と考えるがどうか。旧桜井総合庁舎に入る事
業所等は検討の余地があると考える。
・また、医師会や医療センター等が入る場合
の使用料はどのように考えているのか。

・医療・福祉の拠点として整備を進めている。
・使用料については、公共的団体ということで
減免措置等も含め検討していく。

・庁舎が狭隘で会議室もない中、エルトの２階
へ公共施設をもっていくというような考え方は
ないのか。

・全体的な公共施設のあり方を検討し、立地
適正化計画等も踏まえ、考えていきたい。

Ｑ．５ Ａ．５
・本市は、５～６年前から市内外の事業所と
被災者支援のための防災協定を結んでいる
が、現状はどうか。

・現在１３ヶ所の事業所と協定を結んでいる。

・これからもより多くの事業所と協定を結んで
いくことは大事であると考える。また、協定を
結んだ後、事業所の都合で支援の内容が変
わることもあると思うが、適宜内容の確認も必
要と考えるがどうか。

・今後もよりよい協力体制をとれるように進め
ていきたい。

Ｑ．６ Ａ．６
・ふれあいセンター費は、施設の性格上教育
費の社会教育費にいれるべきと考えるがどう
か。

・地域のコミュニティ施設という位置づけであ
るが、人権啓発もふれあいセンターの事業の
一つであり、現在は民生費に入っているが、
意見を踏まえ検討する。

・本市においても生活保護受給世帯が増えて
いると考える。にもかかわらず生活扶助費は
段階的に削減され、住宅扶助費も減額された
ことから、転居などどれぐらいの世帯に影響
があるのか。

・住宅扶助の基準見直しによる減額は、平成
２７年度からの制度であり、経過措置期間中
で、新基準への対応の相談に応じていきた
い。

・生活保護業務を担当するケースワーカーの
役目は非常に重要である。職員の過重負担
解消のためにも人員の確保は必要と考える
がどうか。

・保護世帯が増えていることから、ケースワー
カー１人にかかる負担は増えている。限られ
た職員数の中で、工夫しながら対応していき
たい。

Ｑ．７ Ａ．７
・ばい塵処理物のダイオキシン類濃度を低く
管理するため取り付けた、加熱脱塩素化装置
の検証結果はどうか。

・稼動前に２回検査を行った。また、稼動後も
自主検査として２５回行い、ダイオキシン類濃
度は国の基準を大きく下回っている。

歳　　　　　　　　　　　出
総　務　費

民　生　費

衛　生　費

質問の要旨 答弁の要旨
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・流動式ガス化溶融炉が本格稼動した平成15
年度と比較するとごみ量は減少しているが、
他市と比較しても市民一人当たりのごみ処理
経費は非常に高くなっている。日立との委託
契約を見直す必要があるのではないか。

・他市に比較して１人あたりの経費が非常に
高いということだが、ガス化溶融炉を県内で
初めて導入した。処理方式等が違うことから
費用については高くなっていると考える。委託
費について事業者とも調整できる部分がある
ようなら調整していきたい。

Ｑ．８ Ａ．８
・環境フェアで行政が市民に訴えるテーマは
何か。

・環境問題の啓発のための重要なイベントで
ある。３Ｒ推進ということで取り組んでいる。

・旧焼却施設を解体した後の跡地の利用はど
うか。
・施設の解体費用や解体にあたっての課題は
あるのか。

・跡地利用については、まだ決まっていない。
・解体費用は設計は出来ていないが６億あま
りと考えている。解体に当たっては、環境調査
を行い、周辺への環境に十分配慮する。

Ｑ．９ Ａ．９
・資源対策費の消耗品費、塵芥処理費、し尿
処理費の消耗品費が他に比べて高額である
が内訳はどうか。

・資源対策費の消耗品、２，２６１万円のうち
２，１６０万円はごみ指定袋の購入代金。塵芥
処理費の消耗品、１，９６９万円は、リサイク
ルセンターのハンマーの交換費用が１，４００
万円、５００万円が最終処分場の薬品代。し
尿処理費の２，０００万円のほとんどが、し尿
処理場の水処理活性炭、苛性ソーダの費用
である。

・今回、入札で落札された業者は、前年に比
べ、クレームはどうであったか。

・河川清掃については、地元自治会の協力の
もと毎年５月頃に実施させていただいている。
出す側、回収する側、天候などにより問題が
生じているが、スムーズに作業が行われるよ
うにこれからも努力していきたい。

・当初問題ないと回答されていたごみ袋につ
いて、最終的には強度やチェック体制に問題
があったと変更されたのはなぜか。
・ごみ袋は家庭において最も身近なものであ
るだけに、しっかりと制度も含め見直してほし
い。今回のことは、環境部だけに限らず、市
全体で市民への対応などを含め改善すべき
点が多いと考える。

・使用に耐えられると考えていたが、やはり強
度に問題があると思われたので業者に取替
えを依頼したが、ごみ袋の入荷をまっての対
応となったことから市民の皆様に迷惑をかけ
てしまった。
・初動の対応に問題があったと反省している。
市全体で今回のことを教訓としてしっかりと取
り組んでいく。

Ｑ．１０ Ａ．１０
・母子保健費の一般不妊治療助成金につい
て、受けられた人数、効果はどうであったか。

・申請は１８名。正確な効果は把握していない
が、妊娠されたという話は聞いている。

・がん検診については、大腸がん検診も加わ
り、受診率が上がっているとのことであるが、
今後もしっかりと啓発に努めてほしい。

・勧奨の効果もあって受診率は上がってい
る。啓発は引き続きやっていく。

Ｑ．１１ Ａ．１１
・池之内のほ場整備は換地も含め、平成２７
年度で完了するとのことであるが、進捗状況
はどうか。

・平成２７年度内に完了するよう進めている。

質問の要旨 答弁の要旨

歳　　　　　　　　　　　出

農　林　業　費
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Ｑ．１２ Ａ．１２
・地方創生により、各自治体が切磋琢磨して
誘客を図っている中、本市の観光戦略や考え
方はどうか。

・国の戦略でも観光の取り組みが大きく取り
上げられている。観光に関わっていただいて
いる事業者の皆さんが新しい取り組みとして
「おもてなし仕組みづくり協議会」を立ち上げ
取り組んでいただく。

・中和幹線沿いの企業誘致においてイオンリ
テールの進捗状況と周辺整備はどうか。

・イオンリテールとは詰めの段階に入ってい
る。周辺については、ドンキホーテ、ハナテン
が決定している。ドラッグストアなども決まって
いる。

Ｑ．１３ Ａ．１３
・広域化に伴う広域消防費の負担額が前年
に比べ増加している。今後の見込みはどう
か。

・広域消防の負担金は自賄部分と共通経費
の部分の二元管理になっている。今後の動向
については、どのように増えるのかわからな
い。

Ｑ．１４ Ａ．１４
・ナポ君の家という制度が出来て20年近く経
つが、空き家も増える中、実態調査はできて
いるのか。
・子ども達にナポ君の家のもつ意味の理解を
深め、地域での取り組みを一層進められた
い。

・何年間に一度は実態調査をするが、空き家
にナポ君の旗がでていると問題である。実態
調査をする。
・子ども達には生活科で、地域の探検の中で
ナポ君の家の持つ意味を教えている。

Ｑ．１５ Ａ．１５
・毎年、通学路の合同点検を実施している
が、改善点は早急に対応してほしい。

・県土木事務所、市の土木課の協力を得て
１００％とはいかないが出来る範囲の中で進
めている。

Ｑ．１６ Ｑ．１６
・学校給食費の未納はいくらあるのか。
・徴収事務はどこが行っているのか。教職員
の負担になっていないのか。

・未納額は平成２６年度分で、１４７万７，０７１
円。以前の分も含めると３３６万８，５２０円。
・徴収事務は学校が行っている。口座振替が
基本であるが、滞納になった場合、教頭先生
と給食センターの職員が訪問徴収を行ってい
る。

Ｑ．１７ Ｑ．１７
・全ての学校にエレベーターは設置されてい
るのか。
・各教室に冷暖房設備は設置されているの
か。

・桜井小学校だけ設置をしてある。今後は学
校の新築時に設置をしていく予定である。
・暖房は設置されているが、冷房については
普通教室には設置されていない。今後の検
討課題である。

●　認第2号　平成２６年度桜井市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

●　認第3号　平成２６年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定について

は、特に質疑はありませんでした。

教　育　費

質問の要旨 答弁の要旨

歳　　　　　　　　　　　出
商　工　費

消　防　費
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●　認第4号　平成２６年度桜井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

Ｑ．１ Ｑ．１
・国保会計が、応益・応能の理論で行われて
いることは承知しているが、昨今は、資産割を
なくす自治体も増えている。本市においても検
討する必要があるのではないか。

・国保税は応益として世帯割と人数割、応能
については所得割と資産割の４つの要素で課
税されており、資産割については二重課税で
はということから徐々に割合を下げてきてい
る。国保制度が県全体で広域化になれば資
産割は廃止されると考えるが、そうなると資産
割以外の３つの要素で課税することになるの
で税率等が上がることになる。

Ｑ．２ Ｑ．２
・平成26年度の国保世帯数と被保険者数は
どれくらいか。また、滞納世帯と人数、滞納世
帯率はどうか。資格証と短期証発行、保険証
未発行世帯と人数は。国保税の負担を減らす
考えはないか。

・国保世帯は２６年度末で９，２５３世帯、１６，
８１８人。滞納世帯は１，６４３世帯で滞納世帯
率は１７．７６％。資格証発行世帯１８世帯、３
５名。短期証発行世帯は５９２世帯、１０６８
人。未発行世帯は３３５世帯、人数は４２１人。

・市民の暮らしはほんとうに厳しい。国保会計
が黒字で財政調整基金もあることから税率を
下げることはできないか。

・１円でも市民の負担を軽くしたいという思い
であるが、保険給付費の変動や広域化に伴う
資産割の廃止等の課題もあることから、基金
の運用も含め検討をしていきたい。

・国保税の滞納者に対しては、機械的な差し
押さえではなく、納税相談には十分応じてもら
いたい。

・個別の事情も踏まえ納付計画等の相談も受
けながら進めていく。

●　認第5号　平成２６年度桜井市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について

●　認第6号　平成２６年度桜井市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

は、特に質疑はありませんでした。

●　認第7号　平成２６年度桜井市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

Ｑ．１ Ａ．１
・平成２６年度末の桜井市と奈良県の認定者
数はどれくらいか。また、認定者全体における
要支援１と２の割合はどれくらいか。

・桜井市の認定者合計は３，１４２人、奈良県
は６８，２３７人。要支援１と２の割合は桜井
市、３６．１５％、奈良県は３１．３４％。

・本市の要支援１と２の認定割合は県全体よ
り高いが、要介護１の割合は桜井市が１１．８
４％で奈良県は１６．７０％と要介護の割合は
県より低い。これは何を意味するのか。

・認定審査会において認定している。主治医
や家族の意見も十分踏まえて認定に当たって
いただいている。

質問の要旨 答弁の要旨

歳　　　　　　　　　　　出

質問の要旨 答弁の要旨
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●　認第8号　平成２６年度桜井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

Ｑ．１ Ａ．１
・平成２６年度末の被保険者数、特別徴収対
象者数と収納率、また、普通徴収の対象者と
収納率、保険料の全額滞納者、一部滞納者
の人数、短期証の発行数、資格証明書の発
行数はどれくらいか。

・被保険者数は、７，９２５人、特別徴収は６，
７７３人で収納率は１００％、普通徴収は２，３
２５人で収納率は９９．４９％。
　全額滞納者は、５名、一部滞納者は３２名。
短期証発行は３件、資格証明書発行はない。

・普通徴収対象被保険者は収入も少なく経済
的に厳しい。寝たきりやひきこもりなどで市役
所に出向けない方もいる。訪問での相談を行
うなど丁寧な徴収体制が必要と考えるがどう
か。

・市民の方にはきめ細かい対応をしていきた
い。

●　認第9号　平成２６年度桜井市水道事業会計歳入歳出決算認定について

は、特に質疑はありませんでした。

質問の要旨 答弁の要旨
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平成２７年度第４回（１２月）定例会に提出された議案

内　　　　　　　容 付託状況 結果

報第１５号
専決処分の報告、承認を求めるこ
とについて

車両の物損事故における損害賠
償の額を決定する － 承認

報第１６号

専決処分の報告、承認を求めるこ
とについて
（特別職の職員で常勤のものの給
与に関する条例の一部を改正す
る条例）

市長の意向により、在任期間中
における給料月額の特例として
給料月額を３０％減額した額を給
料月額とする所要の改正

－ 承認

議案第６３号

平成２７年度桜井市一般会計補
正予算（第３号）

歳入歳出それぞれの科目で６億
４，９３７万２千円の追加補正を
行い、予算総額２３５億２，５６２
万２千円となる補正

－
可決
(賛成
全員)

議案第６４号

平成２７年度桜井市下水道事業
特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれの科目で５２２
万８千円の追加補正を行い、予
算総額１８億７，６５７万９千円と
なる補正

－
可決
(賛成
全員)

議案第６５号

平成２７年度桜井市国民健康保
険特別会計補正予算（第２号）

歳入歳出それぞれの科目で２，３
５４万４千円の追加補正を行い、
予算総額８４億８，７５０万５千円
となる補正

－
可決
(賛成
全員)

議案第６６号

平成２７年度桜井市介護保険特
別会計補正予算（第２号）

歳入歳出それぞれの科目で３１８
万４千円の追加補正を行い、予
算総額４９億６，５０７万５千円と
なる補正

-
可決
(賛成
全員)

議案第６７号

桜井市行政手続きにおける特定
の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく個人
番号の利用及び特定個人情報の
提供に関する条例の制定につい
て

平成２８年１月から利用開始とな
る個人番号について、市役所内
における個人番号の独自利用、
庁内連携及び情報提供に関し、
条例を制定する

－
可決
(賛成
全員)

議案第６８号

桜井市重度心身障害老人等医療
費助成条例の制定について

これまで桜井市重度心身障害老
人等医療費助成を要綱で行って
いたが、他の福祉医療助成制度
が条例整備されていることから、
条例を制定する

－
可決
(賛成
全員)

議案第６９号

桜井市行政組織条例の一部改正
について

平成２８年４月１日から市の組織
を再編するための条例の一部改
正を行う

－
可決
(賛成
全員)

議案第７０号

議会の議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例
及び桜井市消防団員等公務災害
補償条例の一部改正について

被用者年金制度の一元化を図る
ための厚生年金保険法等の一部
改正に伴い引用部分に関して一
部改正を行う

－
可決
(賛成
全員)

議案第７１号
桜井市税条例等の一部改正につ
いて

地方税法の改正に伴う条例の一
部改正を行う -

可決
(賛成
全員)

同第６号

桜井市教育委員会委員の任命に
ついて

任期満了に伴う教育委員会委員
の選任について同意を求める -

同意
(賛成
全員)

議　　　案　　　等　　　の　　　名　　　称
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メ　モ

＊　本会議、常任委員会及び特別委員会,の会議録は、

　　　桜井市ホームページ　　　組織から探す　　　議会事務局　　　会議録検索　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックするとご覧になれます。

　　　【会議録検索システムアドレス】　http://asp.db-search.com/sakurai-c/dsweb.cgi/

＊　また、桜井市役所　３階　情報公開コーナーでも閲覧できます。
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